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第 204 回

Ｘは、競馬場でいわゆるマークレディ（競

馬場に来場するお客にマークシートの書き

方などを教える女性）として勤務していた。

Ｘが出勤したところ、競馬場出入口前にお

いて、同競馬場の警備員Ｙに、殺意をもっ

て、所携の出刃包丁で、両腕および背部な

どを多数回突き刺され、同日午後に、搬送

先の病院で傷害に基づく出血性ショックに

より死亡した（本件災害）。Ｘの遺族が、

本件災害がＸの業務に起因するものである

と主張して、労働者災害補償保険法に基づ

く遺族補償年金と葬祭料を請求した。　

労働者が業務遂行中に、同僚からの暴行

という災害により死傷した場合には、当該

暴行は業務に内在または随伴する危険が現

実化したものであると考えるのが通常であ

る。本件においても、業務遂行性を認める

ことができるとして、遺族補償年金と葬祭

料の各請求が認められた。

労災保険法上の「業務上の負傷」とは、

業務遂行中に、業務に起因して発生したも

のをいう。この場合、業務と負傷または疾

病との間に相当因果関係がなければなら

ず、相当因果関係があるというためには、

当該災害の発生が業務に内在する危険が現

実化したことによるものと判断することが

できなければならない。

以上の観点からすると、労働者が業務遂

行中に、同僚あるいは部下からの暴行とい

う災害により死傷した場合には、当該暴行

が職場での業務遂行中に生じたものである

限り、当該暴行は労働者の業務に内在また

が

え
る
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は随伴する危険が現実化したものと評価で

きるのが通常であるから、労働者の業務と

は関連しない事由によって発生したものと

認められる場合を除き、当該暴行は業務に

内在または随伴する危険が現実化したもの

であるとして、業務起因性を認めるのが相

当である。判断に当たっては、暴行が発生

した経緯、労働者と加害者との私的怨恨の

有無、労働者の職務の内容や性質（他人の

反発や恨みを買いやすい者であるか否か）、

暴行の原因となった業務上の事実と暴行と

の時間的・場所的関係などが考慮される。

マークレディは、競馬場のマスコット

ガール的存在として、男性から見て魅力を

感じさせる女性であった。他方、警備員は、

マークレディとは逆に、原則は男性であり、

しかもその年齢も一般に女性に特別な関心

を持つ年齢の者が多い。マークレディと警

備員とは、仕事上の指揮命令関係は異にす

るものの、実質的には、共働して業務に当

たり、相互に一定の私語も交わすような同

僚関係者と同等の関係にあった。そのよう

な環境で、来場者や警備員を含めて圧倒的

に男性が多い競馬場で、近隣で１対１の関

係にもなり得る数少ない魅力的な女性であ

るマークレディに対し、男性警備員が恋愛

感情を抱くことも決してないとはいえず、

その結果、良識を失い、ストーカー的行動

を引き起こすことも、全く予想できないわ

けではない。さらに、それぞれの採用条件

や配置状況などに照らすと、単なる同僚労

働者間の恋愛のもつれとは質的に異なり、

いわばマークレディとしての職務に内在す

る危険性に基づくものと評価するのが相当

である。また、ＸはＹについての苦情を事

前に警備員の副隊長に申し出ている。本件

苦情の申出はその内容からして、職場環境

整備上、Ｙの勤務態度を是正するためにＸ

の業務に関連して行われたものであるが、

かえってＹは逆恨みし、具体的な殺意の形

成に発展させていった。この点からもＹの

加害行為はＸの業務に関連している。

本件災害の動機形成につき、嫉妬心と被

害感情の入り混じった妄想の果たした役割

は否定できないが、むしろ X の Y に対し

て距離を置こうとする現実的で具体的な態

度に対する怒りが大きな役割を果たしてい

る。また、Y の上司に対する苦情の申出は、

本件災害と密接に関連している。このよう

なＸの職場環境上の防衛的行動として当然

の苦情申出に対し、むしろ逆恨みし、つい

にはＸに対して憎悪の念を抱き、最終的に

は殺意までをも抱いたのである。

職場環境整備上の苦情の申出とＹの暴

行は、時間的・場所的に近接したところで

行われており、この点からもＹの加害行為

がＸの業務とは関係のないＸとＹとの私的

怨恨、またはＸの職務上の限度を超えた挑

発的行為や侮辱的行為、あるいはＸとＹと

の喧嘩闘争によって生じたものとはいえな

い。このため、本件災害は、もはや労働者

の業務とは関連しない事由によって発生し

たものということはできないとして業務起

因性が認められた。




